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 これは、あなた又はあなたの家族が利用しようとされる認知症対応型共同生活介護サービ

ス（以下「サービス」といいます。）について、契約を締結する前に知っておいていただきた

い内容を示した説明書です。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なくご質問

ください。 

 

１ サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 博愛会 

代 表 者 氏 名 理事長 安田 明文 

所 在 地 
鳥取県米子市一部５５５番地 

電話 ０８５９－３７－１１００ 

法人成立年月日 平成１１年１月２２日 

 

２ サービスを提供する事業所について 

（１）事業の目的及び運営の方針 

 

事 業 の 目 的 

 社会福祉法人博愛会が設置するグループホームみのりの里（以下「事

業所」といいます。）において実施する指定認知症対応型共同生活介護事

業及び介護予防認知症対応型共同生活介護（以下「事業」といいます。）

の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を

定め、事業所の管理者、計画作成担当者及び介護従業者（以下「スタッ

フ」といいます。）が、認知症の症状を伴う入居者に対して、適切なサー

ビスを提供します。 

運 営 の 方 針 

１ サービスを提供するときは、認知症の症状により自立した生活が困

難になられた入居者に、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、

その心身の特性を踏まえ、尊厳ある自立した日常生活を送っていただ

けるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行います。 

２ 入居者の認知症状の進行の緩和や悪化の防止につながるよう、その

目標を設定し、計画的に行います。 

３ 入居者の意思及び人格を尊重し、常に入居者の立場にたったサービ

スを提供します。 

４ 事業を実施するときは、米子市や連携する介護老人福祉施設や協力

医療機関に加え、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健

医療サービス、福祉サービスを提供する者、地域住民等と連携します。 

５ 前４項のほか、「米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例」（米子市条例第１６号）を遵守し、

事業を実施します。 
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（２）所在地等 

事 業 所 名 称 グループホームみのりの里 

介護保険指定 

事 業 所 番 号 
３１９０２００３０７ 

事業所所在地 鳥取県米子市一部４４０番地 

 

（３）施設概要 

建  築  鉄骨造平屋建 １，０６３㎡ 

敷 地 面 積  ５，４１７㎡ 

開設年月  平成２６年３月 

ユニット数  ２ユニット 

 

＜主な設備等＞ 

居 室 数 
 １ユニットに９部屋 

 （１部屋 １６．９４㎡） 

居間・食堂・台所  １ユニットに１ヶ所（６６㎡） 

ト イ レ 
 １部屋に１ヶ所（３㎡） 

 その他 多目的トイレ・１ユニットに１ヶ所（４㎡） 

特 浴 室  ３０．４㎡（脱衣所含む） 

 

（４）事業所の職員体制 

管理者  長木 大明  

 

職 職 務 内 容 人員数 

管理者 

１ スタッフ及び業務の実施状況の把握そ

の他の業務の管理を一元的に行います。 

２ 法令等に規定されているサービスの実

施に関し、スタッフに対し遵守すべき事項

の指揮命令を行います。 

常勤 １名 
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職 職 務 内 容 人員数 

計画作成担当者 

１ 適切なサービスが提供されるようサー

ビス計画を作成します。 

２ 連携する介護老人福祉施設、医療機関等

との連絡・調整を行います。  

常勤 ２名 

スタッフ 
 入居者に対し必要な介護、お世話、支援

を行います。 

厚生労働省令第 90

条、予防厚生労働省

令第 70 条で定める

人員基準以上 

 

 

 

３ 提供するサービスの内容について 

区分と種類 内 容 

サービス計画の作成 

１ サービスの提供開始時に、入居者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、通所介護等の活用や地域にお

ける活動への参加の機会の確保等を他の介護事業者と協議の

上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

内容を記載したサービス計画を作成します。 

２ サービス計画作成後においても、サービス計画に基づき利用

する他の居宅サービス等を行う者と連絡を継続的に行い、サー

ビス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行いま

す。 

３ 入居者及びその家族に対して、作成したサービス計画につい

ての内容を説明し、同意を得ます。  

食事 

１ 入居者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の入居者の状

態に応じた栄養管理を行います。 

２ 摂食・嚥下機能その他の入居者の身体状況、嗜好を考慮した

食事を適切な時間に提供します。 

３ 可能な限り離床して食堂で食事をとることを支援します。 

４ 食事の自立に必要な支援を行い、生活習慣を尊重した適切な

時間に必要な時間を確保し、食堂で食事をとることを支援しま

す。 
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食事の提供及び介

助 

１ 食事の提供及び介助が必要な入居者に対して、介助を行います。 

２ 嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。 

入浴の提供及び介

助 

事前に健康管理を行い、適切な方法で入浴の提供又は清拭、洗

髪などを行います。 

 

排せつ介助 
 介助が必要な入居者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ案内

やおむつ交換を行います。 

離床・着替え・整

容等 

１ 寝たきり防止のため、できる限り離床していただくように配

慮します。 

２ 生活リズムを考え、毎朝夕の着替えのほか、必要時に着替え

を行います。 

３ 個人の尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように援助しま

す。 

移動･移乗介助 
 介助が必要な入居者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介

助を行います。 

服薬介助 
 介助が必要な入居者に対して、配剤された薬の確認、服薬の介

助、服薬の確認を行います。 

機

能

訓

練 

日常生活動作を通

じた訓練 

 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を

行います。 

レクリエーション

を通じた訓練 

 入居者の能力に応じて、レクリエーションや歌唱、体操などを

通じた訓練を行います。 

健康管理 
 健康管理は、ご家族と連携しながら、入居者の主治医やグルー 

プホームの協力医にお願いします。 

その他 

１ 入居者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を

提供します。 

２ 良好な人間関係と家庭的な生活環境の中で、日常生活が過ご

せるよう、入居者とスタッフが、食事や掃除、洗濯、買い物、

レクリエーション、外食、行事等を共同で行います。 

３ 入居者・家族が必要な行政手続き等を行うことが困難な場合、

同意を得て代わって行います。  

４ 常に入居者の心身の状況や置かれている環境等を的確に把握

し、入居者、家族の相談に応じるとともに、必要な支援を行い

ます。 

５ 常に家族と連携を図り、入居者・家族との交流等の機会を確

保します。  
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４ 地域との連携について 

（１）事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等地域と交流します。  

（２）サービスの提供に当たっては、入居者、入居者の家族、地域住民の代表者、事業所が

所在する圏域の地域包括支援センターの職員、サービスについて知見を有する者等によ

り構成される「運営推進会議」を設置し、概ね２か月に１回以上開催します。 

（３）運営推進会議では、サービス内容及び活動状況を報告し、評価を受けるとともに、

必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等につい

ての記録を作成し、公表します。 

 

５ 利用料等について 

（１） 基本料金 

   別紙のとおり、負担割合に応じて料金をいただきます。 

 

（２）加算料金 

   要件を満たす場合、別紙のとおり基本料金に加算されます。 

    

（３）その他の費用 

   次の料金は、全額が入居者の負担になります。 

家  賃  月額 ６０，０００円 （１日当たり２，０００円） 

食  費  月額 ４５，０００円 （１日当たり１，５５０円） 

共通経費  

（行事用品・トイ

レットペーパー・

洗剤・グローブ・

園芸用品等） 

 月額  ４，５００円 （１日当たり  １５０円） 

光熱水費（共用部）  月額 １５，０００円 （１日当たり  ５００円） 

入院等外泊時の 

利用料金 

 入院等外泊時の利用料は家賃のみとし、食費・光熱費は日割り計算で

清算します。 

（外泊実日数は入院日・退院日及び出発日・帰着日を除きます。） 

 

 

※ 月途中の入退居については、日割り計算としています。 

※ 利用料等を受領したときは、入居者又はその家族に対し、サービス提供ごとの明細を記

載した領収書を交付します。 

※ 法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、提

供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した「サービス提

供証明書」を入居者又はその家族に対して交付します。 
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６ 入退居に当たっての留意事項について 

（１）サービスの対象者は、要介護認定区分が要支援２又は要介護１以上であって、認知症

である者のうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいずれか

に該当する者は対象から除かれます。 

  ア 認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者 

  イ 認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者 

  ウ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者 

（２）入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の

状態にあることの確認を行います。 

（３）入居申込者が入院治療を要する者であることなど、入居申込者に対して自ら必要なサ

ービスの提供が困難であると認められた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する

などの適切な措置を速やかに講じます。 

（４）入院後、３０日以内に退院できないときは、再度、入居申込みをして頂くことが必要

となる場合があります。 

（５）入居者の退居に際しては、入居者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護の連

続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保健医療、福

祉サービス提供者と密接な連携に努めます。 

（６）残置物の引渡し等 

   事業者は、本契約が終了した後において、入居者の残置物がある場合、入居者又は身

元引受人等にその旨を連絡します。 

入居者又は身元引受人等は、前項の連絡を受けた後、３週間以内に残置物を引き取り

ます。 

 

７ サービス提供の記録について 

（１) サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行い、その記

録はサービス提供の日から５年間保存します。 

（２）入居者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます。 

（３）入居に際しては入居年月日及び事業所名称を、退居に際しては退居年月日を介護保険

被保険者証に記載します。 

 

８ 身体拘束について 

  原則として、入居者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがあ

る場合など、入居者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるとき

は、入居者又はその家族の同意を得た上、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲

内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や

検討内容を記録し、５年間保存します。 

  また、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

  ア 緊急性 

    直ちに身体拘束を行わなければ、入居者本人又は他人の生命・身体に危険が及ぶこ

とが考えられる場合に限ります。 
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  イ 非代替性 

   身体拘束以外に、入居者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止

することができない場合に限ります。 

  ウ 一時性 

    入居者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直

ちに身体拘束を解きます。 

 

９ 虐待の防止について 

  入居者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり、必要な措置を講じ

ます。 

（１）虐待防止に関する責任者を、次のとおり配置します。 

虐待防止に関する責任者  管理者 長木 大明 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４） スタッフを対象に虐待防止を啓発･普及するための研修を積極的に実施し、人権意識

や、介護に関する知識・技術を向上します。 

（５）サービス計画を適切に作成します。 

（６）スタッフの悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、スタッフが入居者等の権利擁

護に取り組める環境を整備します。 

 

 

１０ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）入居者及びその家族に関する

秘密の保持について 

 

ア 入居者の個人情報について「個人情報の保護に関す

る法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取り扱いのための

ガイドライン」を遵守し、適切に取扱います。 

イ スタッフは、サービス提供をするうえで知り得た入

居者及びその家族の秘密を、正当な理由なく第三者に

漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契

約が終了した後においても継続します。 

ウ スタッフに業務上知り得た入居者又はその家族の

秘密を保持させるため、スタッフである期間及びスタ

ッフでなくなった後においても、その秘密を保持する

べき旨を、雇用契約の内容とします。  
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（２）個人情報の保護について 

 

ア 入居者及びその家族の個人情報は、入居者又はその

家族から、予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等において用いません。 

イ 入居者及びその家族に関する個人情報が含まれる

記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）に

ついては、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止します。 

ウ 管理する情報は、入居者の求めに応じてその内容を

開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又

は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利

用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行います。

(複写料などが必要な場合は、入居者の負担となりま

す。)  

 

１１ サービスに関する相談、苦情について 

   入居者及びその家族から、サービスに関する相談、苦情を受け付けるため、次のとお

り窓口を設置します。 

（１）相談窓口 

   相談、苦情受付担当者  責任者 高橋 梨恵  

   苦情解決者       管理者 長木 大明  

   電話 ０８５９－３０－４１６５ ＦＡＸ ０８５９－２７－６５１１ 

（２）福祉サービス苦情解決第三者委員 

   サービスの公平性を確保するため、福祉サービス苦情解決第三者委員を委嘱していま

す。第三者委員には、直接申し出ることもできます。 

 

氏  名 連絡先 

中村 元治 鳥取県米子市河岡３８－４４（０８５９）－２７－５５６１ 

中曾 登志子 鳥取県米子市福万３３５－２（０８５９）－２７－２７６３ 

（３）意見箱 

   事業所に意見箱を設置します。 

   ご意見、ご要望等、自由にお寄せください。 

（４）関係機関における苦情の受付 

   入居者は、介護保険法等関係法令により、鳥取県国民健康保険団体連合会等に苦情を

申立てることができます。 

 

 

 

 

米子市長寿社会課介護保険担当 
所 在 地 鳥取県米子市加茂町１丁目１番地 

電話番号 ０８５９－２３－５１５６ 

鳥取県国民健康保険団体連合会 
所 在 地 鳥取県鳥取市立川町６丁目１７６番地 

電話番号 ０８５７-２０-３６８０ 
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１２ 衛生管理について 

入居者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（１）感染症対策マニュアル 

   ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアルを整備し、スタッフに周知

徹底しています。 

   また、衛生管理に関する研修を年２回行います。 

（２）関係機関との連携 

   事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講じま

す。また、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保

健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１３ 緊急時の対応方法について 

  サービスの提供中に入居者の様態が急変するなどした場合は、速やかに協力医療機関

へ連絡をするなどの必要な措置を講じるとともに、入居者が予め指定する連絡先に連絡

します。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

 

 

１４ 利用料等の請求及び支払い方法について 

（１）請求方法等 

ア 利用料等の額は、サービス提供ごとに計算し、利用月ごと

に請求します。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月２０

日までに郵送します。  

（２）支払い方法等 

ア 請求内容を確認のうえ請求月の２５日までに、下記のいず

れかの方法によりお支払いください。 

 (ア)事業者指定口座への振り込み 

 (イ)入居者指定口座からの引き落とし 

イ お支払いの確認が出来次第、領収書をお渡しします。 

  医療費控除の還付請求の際に必要となることもありますの

で、必ず保管してください。 

 

協力医療機関 

医療機関名 なかむら医院 

所 在 地  〒 689-4121 鳥取県西伯郡伯耆町大殿 1086 

電話番号  0859-68-2123 

診療科  内科、外科 
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※ 利用料等の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から３か

月以上遅延し、さらに支払いの督促から３０日以内に支払いが無い場合には、サービス

提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただきます。 

 

１５ 事故発生時の対応方法について 

   サービスの提供により事故が発生した場合は、米子市や入居者の家族に連絡するとと

もに、必要な措置を講じます。事故については、事故の状況、経過を記録のうえ原因を

分析し、再発防止に取り組みます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行います。 

   なお、事業者は、次の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 株式会社 損害保険ジャパン 

保険名 社会福祉施設総合損害補償「しせつの損害補償」 

補償の概要 施設業務の基本補償、入所施設利用者の傷害事故補償 

 

１６ 非常災害対策について 

   事業所に災害対策に関する防火管理者を置き、非常災害対策に取り組みます。 

防火管理者  地域福祉部 部長 竹下 篤史  

（１） 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成の 

うえ非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらをスタッフに定期的

に周知します。 

（２）定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

 

１７ 業務継続計画について 

感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するための、及び 

非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画（BCP）を策定し、計画に従い 

必要な措置を講じます。 

 

１８ 情報公開について 

   事業所において実施する事業の内容については、事業所玄関に文書により掲示すると

ともに、事業所のホームページにおいて公開しています。 

 

１９ 当事業所ご利用に当たっての留意事項について 

（１）来訪・面会者は、受付で面会簿に名前をご記入してください。 

   面会時間は、７時～２１時です。 

   感染症の流行等により面会時間を変更する場合がありますのでご了承ください。 

   入居者に差し入れをされる場合は、職員に申し出てください。 

（２）外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てください。 
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（３）医療機関（主治医等）への通院が必要な時には、ご家族のご協力をお願いします。 

（４）医療機関（主治医等）より内服薬を処方して頂く場合は、内服薬の一包化、入居者の

印字、服薬時間の印字を各薬局へのご依頼をご家族でお願いします。 

（５）当事業所は、全館及び敷地内は禁煙になっております。 

（６）現金等の管理は、基本的に本人管理とさせていただきます。なお、紛失等については、

責任をおいかねますので多額とならないようにお願いします。 

   この場合は、入居者預り金等管理規程に基づき管理をいたします。 

（７）緊急搬送時、ご家族様が同行出来ない場合は、職員が付き添わせていただきます。 

なお、夜間等職員が帰苑するための交通手段の確保が出来ない場合は、交通費（タク

シー代）を、請求させていただきますのでご了承ください。 

（８）ご家族様が宿泊等される際は、食費、日用品費・光熱費をいただきます。 

   朝食 ４１０円  昼食 ５２０円  夕食 ５１０円（各一食分） 

   日用品費・光熱費 １日 １００円 

（９）介護保険制度の改正に伴い、利用料金等に変更が生じますので、ご了承ください。 
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２０ 重要事項説明の年月日について 

この重要事項説明書の説明日 令和   年   月   日 

 

  上記の事項について、「米子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２５年３月２８日条例第１６号）」第１１７条第４項及

び「米子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例（平成２５年３月２８日条例第１７号）」第７７条第４項の規定に基づき、

入居者に説明を行いました。 

 

事

業

者 

所 在 地  鳥取県米子市一部５５５番地 

法 人 名  社会福祉法人博愛会 

代 表 者 名   安 田 明 文              

事 業 所 名  鳥取県米子市一部４４０番地 

説明者氏名                       ㊞ 

 

 上記の事項の説明を事業者から確かに受けました。 

入居者 

住 所 
 

氏 名                   ㊞ 

 

代理人 

住 所 
 

氏 名                   ㊞ 

 

 

 

 


